
お
知
ら
せ

す
る

関

に

引
っ
越
し
で
出
た
家
庭
ご
み
は

休
日
に
も
持
ち
込
め
ま
す

飼
い
犬
も
登
録
手
続
き
が
必
要
で
す

進
学
や
就
職
で
引
っ
越
し
た
ら

住
民
票
を
移
し
ま
し
ょ
う

転
入
・
転
居
・
転
出
な
ど
、住
所
に
関
す
る
届
出
は
期
間

内
に
済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。

50cc以下

平成27年度車種区分 平成28年度～

51cc以上90cc以下

91cc以上125cc以下
ミニカー

農耕作業用など（トラクターなど）

三　輪

車種区分
平成27年
3月31日までに
登録した車両
（現行税率）

平成27年
4月1日以後に
登録した車両
（改正後の税率）

最初の新規検査
から13年を経過
した車両
（経年車重課）

乗　用

貨物用

自家用

営業用

自家用

営業用

その他（フォークリフトなど）

1,000円
1,200円

1,600円
2,500円

2,400円

3,100円
7,200円

5,500円
4,000円

3,000円

3,900円
10,800円

6,900円
5,000円

3,800円

4,600円
12,900円

8,200円
6,000円

4,500円

4,000円

1,600円
4,700円

小型特殊
自動車

四輪
以上

原動機付
自転車

軽二輪（126cc以上250cc以下）

小型二輪（251cc以上）

2,000円
2,000円
2,400円
3,700円

3,600円
6,000円

2,000円
5,900円

二
輪
車
な
ど
の
税
率

引
上
げ
に
つ
い
て

平
成
27
年
度
に
新
規
取
得
し
た
一
定

の
環
境
性
能
を
有
す
る
三
輪
以
上
の

軽
自
動
車（
新
車
に
限
る
）に
つ
い
て
、

燃
費
性
能
に
応
じ
た
グ
リ
ー
ン
化
特
例

（
軽
課
）が
平
成
28
年
度
分
に
適
用
さ
れ

ま
す
。

平
成
28
年
４
月
１
日
か
ら
、グ
リ
ー
ン

化
推
進
を
目
的
と
し
て
、最
初
の
新
規

検
査
か
ら
13
年
を
経
過
し
た
三
輪
以
上

の
軽
自
動
車
は
、改
正
後
の
税
率
の
お

お
む
ね
20
％
の
重
課
税
率
が
適
用
さ
れ

ま
す
。

◆三輪以上の軽自動車の税率

◆三輪以上の軽自動車のグリーン化特例（軽課）

◆二輪車などの税率

※グリーン化特例の対象となるガソリン車は、平成17年排出ガス基準75％低減達成車に限ります。

三輪

車種区分
電気自動車、
天然ガス自動車

平成32年度
燃費基準
＋20％達成車

平成32年度
燃費基準
達成車

乗　用

貨物用

自家用

営業用
自家用

営業用

1,000円
2,700円

1,800円
1,300円

1,000円

2,000円
5,400円

3,500円

－
－

－
－

－
－

－

－
－

－

3,000円
8,100円

5,200円四輪
以上

平成27年度
燃費基準
＋35％達成車

平成27年度
燃費基準
＋15％達成車

2,500円

1,900円

3,800円

2,900円

1

3
グ
リ
ー
ン
化
特
例（
軽
課
）

の
導
入

2
三
輪
以
上
の

軽
自
動
車
の
税
率

経
年
車
重
課
の
導
入

市
民
課（
内
線
１
０
０
）

国
保
け
ん
こ
う
課（
内
線
１
１
２
）

    

ま
た
は 

市
民
課（
内
線
１
０
０
）

市
民
課（
内
線
１
１
３
）

国
保
け
ん
こ
う
課（
内
線
１
１
０
）

長
寿
介
護
課 

☎
⑳
７
３
０
１

こ
ど
も
政
策
課 

☎

９
１
０
０

こ
ど
も
家
庭
課 

☎

９
１
０
０

障
害
福
祉
課 

☎
⑳
７
３
０
６

障
害
福
祉
課 

☎
⑳
７
３
０
６

福
祉
総
務
課（
内
線
１
５
７
）

上
下
水
道
局 

☎

１
１
１
１

教
育
委
員
会（
内
線
３
６
２
）

※

手
続
き
の
一
部
は
市
民
課

印
か
ん
の
登
録
・
廃
止

国
民
健
康
保
険

国
民
年
金

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

介
護
保
険

児
童
手
当
・

児
童
扶
養
手
当

妊
婦
・
乳
幼
児
健
診

受
診
票
の
交
付

特
別
児
童
扶
養
手
当
・

特
別
障
害
者
手
当

障
害
者
手
帳
な
ど
の

住
所
変
更

原
爆
手
帳
・
手
当
証
書
の

住
所
変
更

上
下
水
道
の
使
用

開
始
・
中
止

小
・
中
学
校
の
転
校

※

住
所
地
で
し
か
登
録
で
き
ま
せ

　
ん
。転
出
の
際
は
市
民
カ
ー
ド
を

　
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

※届出人の本人確認を行いますので、運転免許証などの身分証明書をご持参ください。
※住基カードや個人番号カードでの転入・転出届や新しい住所の書き換え、外国人の住所異動は、
　住民センターでは受け付けできません。

■
市
民
課（
内
線
１
０
０
）

転　入　届
転入した日から14日以内

転　出　届
転出する日まで

転　居　届
転居した日から14日以内

変更があった日から14日以内

・前住所地の転出証明書 
・印かん
・国外から転入の場合はパスポート 
・通知カード（マイナンバー）
 または個人番号カード
・住基カード（お持ちの人のみ）

・国民健康保険証（加入者のみ）
・印かん
・個人番号カード（お持ちの人のみ）
・住基カード（お持ちの人のみ）

・国民健康保険証（加入者のみ）
・印かん
・通知カード（マイナンバー）
 または個人番号カード
・住基カード（お持ちの人のみ）

世帯主変更届・世帯分離届
世帯合併届

・国民健康保険証（加入者のみ）
・印かん

◎
転
入
・
転
出
な
ど
の
届
出（
各
住
民
セ
ン
タ
ー
で
も
手
続
き
で
き
ま
す
）

転
入・転
出
時
は
い
ろ
い
ろ
な
手
続
き
が
必
要
で
す
。

該
当
す
る
人
は
、忘
れ
ず
に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

入
出

軽自動車税の が税額 わります変

informaitionTAX

■
税
務
課（
内
線
１
１
７
）

転

家
庭
ご
み
に
限
り
、次
の
休
日
も
持
ち
込
み
が
で

き
ま
す
。

と
き
　
３
月
27
日
㈰
、４
月
３
日
㈰

　
　  

い
ず
れ
も
午
前
８
時
30
分
〜
11
時
30
分

※

ご
み
の
持
ち
込
み
は
有
料
で
す
。持
ち
込
む
と
き

は
事
前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※

ご
み
の
分
別
な
ど
詳
し
く
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
環
境
セ
ン
タ
ー 

☎

３
１
０
０

飼
い
主
の
転
居
や
変
更
、ま
た
、新
し
く
犬
を
飼

い
始
め
た
り
、飼
い
犬
が
死
亡
し
た
場
合
は
届
出
が

必
要
で
す
。

申
請
場
所
　
環
境
保
全
課
、各
住
民
セ
ン
タ
ー
、市

が
委
託
し
て
い
る
動
物
病
院

持
参
品
　
鑑
札

※

旧
住
所
地
の
鑑
札
を
お
持
ち
の
人
は
無
料
で
交

換
し
ま
す
。紛
失
し
た
人
は
再
交
付
が
必
要
で

す
。（
再
交
付
手
数
料
１
，６
０
０
円
）

新
規
登
録
料
　
３
，０
０
０
円

※

電
話
で
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。

■
環
境
保
全
課（
内
線
１
４
４
）

７
月
に
予
定
さ
れ
て
い
る
参
議
院
議
員
選
挙
か

ら
、投
票
で
き
る
年
齢
が
18
歳
以
上
に
引
き
下
げ
ら

れ
ま
す
。選
挙
で
投
票
す
る
た
め
に
は
、選
挙
人
名

簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。進
学
や

就
職
な
ど
引
越
し
に
伴
う
転
入
・
転
出
の
届
出
を

正
し
く
行
い
、ぜ
ひ
選
挙
で
投
票
し
ま
し
ょ
う
。

■
選
挙
管
理
委
員
会（
内
線
３
４
１
）

必要なもの

必要なもの

必要なもの

必要なもの

平
成
27
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
た
原
動
機
付
自
転
車
お

よ
び
二
輪
車
な
ど
に
係
る
税
率
に
つ

い
て
、適
用
開
始
が
１
年
延
期
さ
れ
、

平
成
28
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
は
、平
成
27

年
４
月
１
日
以
後
に
最
初
の
新
規
検
査

（※

１
）
を
受
け
る
車
両
か
ら
、改
正
後
の
税

率
を
適
用
し
ま
す
。平
成
27
年
３
月
31
日

ま
で
に
最
初
の
新
規
検
査
を
受
け
た

車
両
は
、現
行
の
税
率
と
変
更
あ
り
ま

せ
ん
。

（※

１
）最
初
の
新
規
検
査
と
は
、今
ま
で
に
ナ

ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
交
付
を
受
け
た
こ
と
の
な
い

軽
自
動
車
を
新
た
に
登
録
す
る
際
の
検
査
の
こ

と
で
す
。検
査
日
は
、車
検
証
に
記
載
し
て
あ
り

ま
す
。
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